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町 の 人 口 

G2月末日現在） 

総人口 8, 897人 

4, 179人 

4, 718人 

世帯数 2, 675世帯 

男
 
女
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今
年
十
「
月
末
日
完
成
予
定
 

赤
池
町
上
野
地
区
簡
易
水
道
拡
張
工
 

事
の
計
画
は
こ
こ
数
年
前
よ
り
地
区
住
 

民
は
も
と
り
町
議
会
、
町
執
行
部
と
も
 

懸
案
の
事
項
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
 

昭
和
四
十
七
年
八
月
、
厚
生
省
の
事
業
 

認
可
（
昭
和
四
十
七
年
・
四
十
八
年
継
 

続
事
業
）
を
得
て
実
施
の
運
び
と
な
り
 

ま
し
た
。
 

現
在
山
崎
簡
易
水
道
は
給
水
人
口
 

九
五
〇
人
一
日
最
大
給
水
一
四
二
、
五
 

立
方
鋤
木
田
簡
易
水
道
、
給
水
計
画
給
 

水
人
口
、
六
〇
〇
人
、
 
一
日
最
大
給
水
 

九
〇
立
方
の
二
つ
の
給
水
施
設
が
あ
り
 

ま
す
。
 

天
郷
、
上
、
下
小
路
、
原
、
原
田
、
 

今
屋
敷
、
薬
玉
寺
、
常
福
、
堀
田
地
区
 

に
対
し
て
給
水
施
設
が
な
く
、
天
水
ま
 

た
は
浅
井
戸
に
よ
り
生
活
を
し
て
い
る
 

現
状
で
す
。
 

こ
の
地
区
に
給
水
出
来
る
よ
う
施
設
 

を
拡
張
し
完
成
後
は
山
崎
、
鋤
木
田
を
 

統
合
し
、
給
水
人
口
二
、
五
〇
〇
人
、
 

一
日
最
大
給
水
量
四
五
三
立
方
米
の
上
 

野
地
区
簡
易
水
道
と
し
て
発
足
す
る
予
 

定
で
す
。
 

総
工
費
七
九
、
八
四
八
、
〇
〇
〇
円
 

工
期
は
昭
和
四
十
七
年
十
月
か
ら
昭
和
 

四
十
八
年
十
一
月
末
日
で
す
。
 

こ
の
事
業
の
施
行
目
的
及
び
効
果
は
 

ヒ
野
地
区
の
飲
料
水
は
、
各
戸
に
あ
る
 

浅
井
戸
に
求
め
て
い
る
の
で
高
台
に
あ
 

る
天
郷
地
区
の
開
拓
が
進
む
に
つ
れ
て
 

井
戸
水
の
枯
渇
を
き
た
し
、
近
頃
は
わ
 

ず
か
な
湧
水
、
天
水
を
も
っ
て
飲
料
に
 

供
し
て
い
る
現
状
で
す
。
 

特
に
拡
張
地
域
に
お
け
る
学
校
、
病
 

院
、
農
協
、
青
年
の
家
な
ど
公
共
施
設
 

が
あ
る
の
で
保
健
衛
生
上
、
真
に
憂
慮
 

に
耐
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

い
ろ
い
ろ
な
実
情
が
あ
る
た
め
諸
施
 

設
の
増
設
を
行
な
い
給
水
す
る
も
の
で
 

す。 
こ
の
工
事
が
完
成
す
れ
ば
衛
生
管
理
 

の
適
正
を
図
り
地
区
住
民
に
清
浄
な
飲
 

料
水
を
供
し
、
保
健
衛
生
、
文
化
の
向
 

上
に
多
大
な
貢
献
を
す
る
こ
と
だ
と
思
 

い
ま
す
。
 

又
工
事
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
た
め
 

住
民
の
皆
さ
ん
に
御
述
惑
を
お
か
け
す
 

る
と
存
じ
ま
す
が
、
初
期
の
目
的
を
達
 

成
す
る
た
め
住
民
の
御
協
力
と
御
理
解
 

を
お
願
い
し
ま
す
。
 

高
区
配
水
池
に
よ
る
給
水
区
域
 

一
区
、
二
区
、
五
区
 

低
区
配
水
池
に
よ
る
給
水
区
域
 

三
区
、
四
区
、
五
区
 

水
源
位
置
 

高
区
配
水
池
 

低
区
配
水
池
 

山
崎
 

天
郷
 

原
 

給
水
人
ロ
 

二
、
五
〇
〇
人
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一
 

一
 

く
く
く
く
町
議
会
事
務
局
？
・
、
I
・ 

組

織

と

権

限

 

議
会
の
組
織
 

議
会
は
議
員
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
 

る。 議
員
の
定
数
は
、
町
村
で
は
十
二
人
 

か
ら
三
十
人
ま
で
の
範
囲
で
人
口
に
比
 

例
し
て
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
定
数
を
増
加
す
る
こ
と
は
で
き
 

な
い
が
、
条
例
で
と
く
に
減
少
す
る
こ
 

と
は
で
き
る
。
 

赤
池
町
で
は
、
法
律
上
の
定
数
は
、
 

二
十
二
人
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
 

赤
池
町
議
会
議
員
定
数
条
例
に
よ
り
、
 

十
八
名
と
減
少
さ
れ
て
い
る
。
 

議
員
の
任
期
は
、
四
年
で
あ
る
。
議
 

員
は
、
衆
議
院
議
員
や
参
議
院
議
員
と
 

兼
ね
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す
べ
て
の
地
 

方
団
体
の
議
会
の
議
員
や
知
事
、
市
町
 

村
長
そ
の
他
常
勤
の
職
員
と
兼
ね
る
こ
 

と
が
で
き
な
い
。
 

ま
た
．
そ
の
地
方
団
体
、
あ
る
い
は
 

そ
の
機
関
に
対
し
請
負
を
す
る
者
お
よ
 

び
そ
の
支
配
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
 

こ
れ
ら
の
請
負
を
す
る
会
社
な
ど
の
役
 

員
と
の
兼
業
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
 

議
会
の
権
限
 

議
会
は
、
地
方
団
体
の
議
決
機
関
で
 

あ
り
団
体
と
し
て
の
意
思
を
決
定
す
る
 

r、 

高
林
晴
樹
、
 
村
上
浩
治
の
 

両
君
田
川
郡
代
表
に
選
ば
 

れ
る
 

昨
年
十
二
月
に
田
川
郡
駅
伝
大
会
に
 

出
場
し
決
定
し
た
赤
池
町
代
表
の
高
林
 

村
上
の
両
君
は
二
月
十
一
日
志
賀
島
コ
 

ー
ス
で
行
な
わ
れ
る
県
市
郡
対
抗
青
年
 

駅
伝
大
会
に
、
田
川
郡
代
表
と
し
て
、
 

晴
れ
の
出
場
が
決
り
ま
し
た
。
 

両
君
の
大
会
で
の
活
躍
を
町
を
挙
げ
 

て
健
闘
を
祈
り
期
待
し
ま
し
よ
う
。
 

交
通
事
故
を
 

な
く
し
ま
し
ょ
う
／
 

お
と
し
よ
り
の
事
故
が
ふ
え
て
い
ま
 

す。 歩
行
中
の
事
故
で
は
道
路
横
断
中
の
 

事
故
が
半
数
以
上
を
し
め
て
い
ま
す
。
 

自
転
卑
乗
車
中
の
事
故
が
ふ
え
て
い
ま
 

す。 事
故
発
生
の
最
も
多
い
の
は
午
後
四
 

時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
で
す
。
道
 

性
質
を
も
っ
て
い
る
。
 

ま
た
現
在
の
地
方
制
度
が
大
統
領
制
 

を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
き
、
 

執
行
機
関
に
対
し
て
民
主
的
な
批
判
、
 

け
ん
制
を
加
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
権
限
が
 

議
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
が
、
何
と
 

い
っ
て
も
、
議
会
の
本
質
的
な
権
限
は
 

団
体
と
し
て
の
重
要
な
方
針
を
決
定
す
 

る
議
決
権
で
あ
り
、
そ
の
典
型
が
条
例
 

I 

路
を
横
断
す
る
と
き
は
、
横
断
す
る
前
 

に
か
な
ら
ず
立
ち
止
ま
っ
て
右
と
左
の
 

安
全
を
確
か
め
て
か
ら
渡
り
ま
し
よ
 

」つ。 
横
断
歩
道
橋
を
渡
り
ま
し
よ
う
。
自
 

転
車
に
乗
る
と
き
は
、
ハ
ン
ド
ル
を
し
 

っ
か
り
、
心
は
ゆ
っ
た
り
道
路
の
左
端
 

を
走
り
ま
し
ょ
う
。
 

み
ん
な
で
協
力
し
交
通
事
故
を
な
く
 

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

，
た
し
か
め
て
、
ま
た
た
し
か
め
て
、
 

ハ
イ
横
断
I
 

昭
和
四
十
七
年
度
 

県
下
一
斉
r

ネ
，
ス
ミ
ガ
駆
 

除
運
動
に
つ
い
て
 

ネ
ズ
ミ
は
食
糧
、
農
作
物
を
初
め
と
 

し
て
著
し
く
経
済
的
な
損
害
を
与
え
、
 

消
化
器
系
伝
染
病
は
も
と
よ
り
食
中
毒
 

な
ど
各
種
の
病
気
を
媒
介
し
、
公
衆
衛
 

生
上
、
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
 

し
て
い
る
が
過
去
に
お
け
る
強
力
な
駆
 

除
運
動
の
展
開
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
 

ま
だ
充
分
な
成
果
が
得
ら
れ
な
い
状
況
 

で
す
。
 

本
年
度
に
お
い
て
県
下
一
斉
に
ネ
ズ
 

の
制
定
と
予
算
の
議
決
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
団
体
意
思
の
決
定
の
ほ
 

か
、
議
会
と
い
う
機
関
の
意
思
を
決
定
 

さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
効
果
が
発
 

生
す
る
場
合
が
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
町
長
が
、
助
役
や
教
育
 

委
員
会
の
委
員
な
ど
を
任
命
す
る
場
合
 

に
は
、
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
が
 

こ
の
同
意
は
、
団
体
と
し
て
の
意
思
決
 

定
で
は
な
く
、
議
会
と
い
う
機
関
の
意
 

思
決
定
で
あ
る
。
 

議
会
の
同
意
を
得
て
は
じ
め
て
任
命
 

が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
も
の
を
、
機
関
意
思
の
 

決
定
と
い
う
。
 

ま
た
、
議
会
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
 

て
選
挙
を
行
な
う
。
 

議
長
、
副
議
長
の
選
挙
、
選
挙
管
理
 

委
員
な
ど
の
選
挙
が
こ
れ
で
あ
る
。
 

こ
の
選
挙
は
、
住
民
の
側
か
ら
み
れ
 

ば
、
住
民
が
直
接
に
選
ん
だ
代
表
者
が
 

有
権
者
と
な
っ
て
行
な
う
選
挙
な
の
で
 

こ
れ
を
間
接
選
挙
と
い
う
。
 

し
た
が
っ
て
、
議
長
や
選
挙
管
理
委
 

員
は
、
住
民
か
ら
見
れ
ば
、
間
接
選
挙
 

に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

さ
ら
に
議
会
は
、
地
方
団
体
の
事
務
 

に
関
す
る
調
査
を
行
な
い
（
調
査
権
）
 

、
ま
た
、
事
務
上
の
書
類
な
ど
を
検
査
 

し
、
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
の
報
告
を
 

請
求
し
て
、
事
務
の
管
理
、
議
会
で
決
 

定
し
た
こ
と
を
ど
う
具
体
化
し
て
い
る
 

か
な
ど
を
監
査
す
る
権
限
（
監
査
権
）
 

を
も
っ
て
い
る
。
 

ミ
駆
除
運
動
を
推
進
し
、
地
域
住
民
の
 

積
極
的
な
御
協
力
を
下
さ
い
ま
す
様
お
 

願
い
し
ま
す
。
 

尚
ネ
ズ
ミ
駆
除
は
次
の
要
領
で
実
施
 

し
て
下
さ
い
。
 

イ
、
ネ
ズ
ミ
の
餌
に
な
る
よ
う
な
も
の
 

は
片
づ
け
る
。
 

ロ
、
ネ
ズ
ミ
と
り
の
ク
ス
リ
は
ネ
ズ
き
 

の
通
り
路
や
よ
く
被
害
を
受
け
る
場
 

所
な
ど
に
壁
か
ら
五
ー
十
セ
ン
チ
ほ
 

ど
離
し
て
も
の
か
げ
に
置
く
 

ハ
、
ク
ス
リ
は
皿
や
腰
の
低
い
空
き
箱
 

に
入
れ
て
五
カ
所
て
い
ど
配
置
す
 

ニ
、
ク
ス
リ
は
初
日
に
食
べ
な
い
場
合
 

が
あ
り
ま
す
が
二
晩
ー
三
晩
目
に
は
 

食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

ホ
、
四
ー
五
日
以
上
ク
ス
リ
を
食
べ
さ
 

せ
、
な
く
な
れ
ば
追
加
し
て
減
ら
な
 

く
な
る
ま
で
続
け
て
下
さ
い
。
 

赤
池
町
飼
い
犬
取
締
条
例
 

（
両
罰
則
）
 

第
十
二
条
、
法
人
の
代
表
者
又
は
法
 

人
も
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
 

公
民
館
の
目
的
は
、
住
民
の
た
め
 

に
、
実
際
生
活
に
必
要
な
教
育
、
文
 

化
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
こ
れ
に
 

よ
っ
て
住
民
の
教
養
の
向
上
 

健
康
の
増
進
、
情
操
・
文
化
 

の
振
興
を
は
か
り
、
福
祉
の
 

増
進
に
役
立
て
る
こ
と
に
あ
 

り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
住
民
の
実
 

際
生
活
と
そ
こ
か
ら
出
て
く
 

る
教
育
、
文
化
に
か
か
わ
る
 

要
求
に
こ
た
え
る
事
業
で
な
 

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
 

公民館運営審議委員は 

そ
の
住
民
側
の
声
を
代
表
す
る
の
 

が
、
公
民
館
長
の
諮
間
機
関
で
あ
る
 

公
民
館
運
営
審
議
委
員
で
す
。
 

《
、
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、
‘
4
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u
l
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出
水
鶴
見
吟
行
会
 

白
石
天
留
翁
 
選
 

凍
空
や
ひ
し
め
く
田
鶴
の
声
尖
る
 

駒
 
女
 

火
の
国
の
時
雨
の
さ
程
寒
か
ら
ず
 

一 

歩
 

気
の
き
か
ぬ
湯
女
ば
か
り
な
り
鶴
の
宿
 

春
 
翁
 

研
し
て
夜
明
の
空
を
鶴
舞
い
ぬ
 青

 
甫
 

J 

の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の
 

業
務
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
を
し
 

た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
 

そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
条
の
 

罰
金
又
は
科
料
を
科
す
る
．
 

（
委
任
）
 

第
十
三
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
 

し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
 

す
る
．
 

1
 
こ
の
条
例
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
 

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2
 

こ
の
条
例
施
行
前
に
し
た
行
為
に
 

対
す
る
罰
則
の
適
用
は
、
従
前
の
例
 

に
よ
る
。
 

以
上
第
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
が
 

「
赤
池
町
飼
い
犬
取
締
条
例
」
で
す
。
 

こ
の
条
例
を
施
行
す
る
に
当
り
詳
し
い
 

事
は
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
「
赤
池
町
飼
い
 

犬
取
締
条
例
施
行
規
則
」
に
基
づ
き
条
 

例
を
施
行
し
ま
す
。
 

赤
池
町
飼
い
犬
取
締
条
例
施
行
規
則
 

（
趣
旨
）
 

第
一
条
 

こ
の
規
則
は
、
赤
池
町
飼
い
 

犬
取
締
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
赤
池
町
 

四
二
条
例
第
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
 

い
う
）
 
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
 

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
承
認
申
請
の
様
式
）
 

第
二
条
 
飼
い
犬
を
連
れ
出
す
者
が
条
 

例
第
三
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
 

委
員
の
対
象
に
は
三
つ
の
基
準
が
法
 

で
き
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
の
ー
つ
は
町
内
の
学
校
の
長
、
次
 

どんな人が選ばれるか 

は
町
内
に
事
務
所
を
も
つ
教
（
 

育
、
学
術
、
文
化
、
産
業
、
 

《 

労
働
、
社
会
事
業
な
ど
の
団
 

体
が
推
せ
ん
す
る
も
の
、
も
 

う
ー
つ
は
町
の
職
員
、
ま
た
 

は
議
員
を
ふ
く
む
学
識
経
験
 

者
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

赤
池
町
の
場
合
、
こ
れ
ら
 

の
該
当
者
の
中
か
ら
二
十
名
 

を
教
育
委
員
会
が
任
命
し
て
 

い
ま
す
！
 

任
期
は
二
年
で
す
。
 

一
 

あ
か
つ
き
の
闇
動
か
し
て
鶴
捌
て
り
 

水
心
子
 

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
つ
つ
田
鶴
を
遠
眺
め
 

よ
し
子
 

干
拓
の
辺
の
鶴
の
墓
小
さ
か
り
 桜

ン
坊
 

時
報
今
凍
て
し
夜
空
に
消
ゆ
る
か
な
 

昭
 
女
 

洞
沼
に
す
く
い
し
鶴
の
手
向
水
 そ

の
女
 

見
る
か
げ
も
な
き
ま
で
あ
ぎ
み
枯
れ
果
 

て
し
 

か
ね
よ
し
 

鶴
番
に
鶴
に
餌
を
や
る
時
間
来
し
 

い
し
の
 

選
者
吟
 

餌
場
荒
す
鶴
な
い
が
し
ろ
鶴
遊
ぶ
 

天
留
翁
 

ノ 

る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
 

承
認
申
請
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
 

（
標
識
の
様
式
）
 

第
三
条
 
条
例
第
三
条
第
四
項
の
標
識
 

の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
と
す
る
。
 

（
飼
育
を
止
め
る
場
合
の
届
出
）
 

第
四
条
 
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
 

飼
い
犬
を
引
き
渡
す
と
き
は
，
引
き
渡
 

し
と
同
時
に
次
の
事
項
を
ロ
頭
又
は
文
 

書
に
よ
り
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
＋
 

五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
三
条
 

に
規
定
す
る
狂
犬
病
予
防
員
又
は
町
長
 

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一 

届
出
人
の
住
所
及
び
氏
名
 

二
 
飼
い
犬
の
飼
育
を
止
め
る
理
由
 

三
 
飼
い
犬
の
性
、
毛
色
、
年
令
、
特
 

徴
 

四
 
飼
い
犬
の
登
録
番
号
 

（
こ
う
傷
犬
の
届
出
）
 

第
五
条
 
条
例
第
四
条
第
一
項
の
届
出
 

の
様
式
は
、
様
式
第
三
号
と
す
る
。
 

（
証
明
書
の
様
式
）
 

第
六
条
 
条
例
第
九
条
第
二
項
の
証
 

明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
四
号
と
す
 

る。 （
措
置
命
令
）
 

第
七
条
 
条
例
第
六
条
及
び
第
八
条
 

の
規
定
に
よ
り
措
置
を
命
ず
る
場
合
は
 

措
置
命
令
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
 

行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 



-(5 ) (4) け
 

い
 

か
 

あ
 

報
 

広
 

青
少
年
非
行
化
防
止
 

（
そ
の
五
）
 

田
川
警
察
署
、
青
少
年
犯
罪
白
書
発
表
 

新
ら
し
い
年
を
迎
え
て
も
う
ー
ケ
月
 

過
ぎ
て
梅
花
の
ほ
こ
ろ
び
を
み
せ
始
め
 

た
近
頃
、
春
の
訪
れ
と
共
に
青
少
年
の
 

非
行
も
急
速
に
あ
わ
た
だ
し
さ
を
告
げ
 

始
め
る
の
で
あ
る
。
 

卒
業
、
進
学
、
就
職
と
人
生
の
転
記
 

に
つ
け
こ
む
悪
へ
の
い
ざ
な
い
が
手
を
 

広
げ
て
い
ま
す
。
 

昭
和
四
＋
七
年
に
お
け
る
警
察
白
書
 

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
 

田
川
管
内
で
の
大
人
と
少
年
（
十
」1 

才
以
上
十
九
才
迄
）
の
犯
罪
検
挙
人
員
 

比
率
は
総
検
挙
人
員
五
百
二
十
人
の
う
 

ち
少
年
二
百
三
十
一
人
（
四
十
四
、
四
 

パ
ー
セ
ン
ト
）
と
い
・
2
尚
い
パ
ー
セ
ン
 

テ
ー
ジ
を
示
し
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
を
犯
罪
種
別
に
見
る
と
 

凶
悪
犯
 

三
十
四
人
中
 
少
年
十
八
人
 

（
五
二
、
九
％
)
 

粗
暴
犯
 

百
十
五
人
中
 
少
年
五
＋
五
人
 

（
一
一
八
、
一
一
％
)
 

一 

，
一
 か

 
あ
 

報
 

広
 

正
し
い
受
診
の
方
法
 

山
 
病
院
に
始
め
て
か
か
る
時
に
は
必
 

ず
保
険
証
を
持
参
し
て
下
さ
い
。
 

又
七
十
才
以
上
の
老
人
の
方
は
老
人
 

医
療
受
給
者
証
と
保
険
証
を
同
時
に
持
 

参
し
て
受
診
し
て
下
さ
い
。
 

保
険
証
を
持
参
さ
れ
な
い
時
は
、
保
 

険
証
の
な
い
方
と
同
様
の
扱
い
と
な
り
 

ま
す
の
で
御
注
意
下
さ
い
。
 

医
療
保
護
を
う
け
て
お
ら
れ
る
方
は
 

要
否
意
見
書
を
必
ず
持
参
し
て
受
診
し
 

て
下
さ
い
。
 

②
 
診
察
を
う
け
ら
れ
る
時
に
は
、
診
 

療
時
間
内
に
受
診
す
る
よ
う
に
気
を
つ
 

け
ま
し
ょ
う
。
 

時
間
外
に
な
り
ま
す
と
人
手
が
少
な
 

く
な
り
充
分
な
手
当
が
出
来
な
い
こ
と
 

が
あ
り
ま
す
。
 

又
往
診
時
間
中
の
受
診
は
、
待
時
間
 

が
不
明
で
す
の
で
、
出
来
る
だ
け
避
け
 

た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
 

⑧
 
日
曜
日
に
は
、
田
川
市
内
に
当
番
 

医
が
お
り
ま
す
が
、
よ
く
確
か
め
た
上
 

で
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
 

当
番
医
は
急
患
の
方
の
た
め
に
設
け
 

ら
れ
た
制
度
で
す
か
ら
、
こ
の
点
を
よ
 

窃
盗
 

百
七
十
八
人
中
 
少
年
百
三
十
六
人
 

（
七
六
、
四
％
)
 

知
能
犯
 

四
十
一
人
中
 
少
年
五
人
 

（
一
二
、
 

一
％
)
 

其
の
他
 

七
十
二
人
中
 
少
年
十
七
人
 

（
一
一
三
、
」
ハ
％
)
 

と
な
っ
て
い
て
年
令
別
に
み
る
と
十
四
 

才
、
十
五
才
で
百
三
十
一
人
、
十
六
才
 

・
十
七
才
で
六
十
四
人
、
十
八
才
・
十
 

九
才
で
三
＋
六
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
犯
罪
の
傾
向
が
ロ
 

ー
テ
ィ
ン
化
し
て
い
る
事
を
も
の
が
た
 

っ
て
い
る
の
で
す
．
 

如
何
に
少
年
の
非
行
防
止
活
動
が
重
 

大
か
つ
大
切
な
る
事
が
分
っ
て
い
た
だ
 

け
る
と
思
い
ま
す
。
 

そ
の
他
非
行
の
傾
向
と
し
て
は
 

①
 
中
流
家
庭
の
子
弟
に
よ
る
非
行
の
 

増
加
、
昭
和
四
十
六
年
度
ま
で
は
欠
損
 

家
庭
（
両
親
の
な
き
も
の
又
は
、
ど
ち
 

ら
か
が
い
な
い
家
庭
）
又
は
貧
困
家
庭
 

の
子
弟
に
よ
る
非
行
が
多
か
っ
た
が
、
 

昭
和
四
十
七
年
度
は
中
流
家
庭
の
子
弟
 

へ
と
移
行
し
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
は
，
錠
ッ
子
‘
、
子
弟
の
放
任
 

（
甘
や
か
し
）
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
様
 

で
す
。
 

②
 

マ
ス
コ
ミ
特
に
午
後
九
時
以
後
の
 

テ
レ
ビ
番
組
に
よ
る
も
の
、
週
刊
誌
 

（
エ
ロ
雑
誌
）
に
よ
る
も
の
、
大
人
が
 

不
用
意
に
持
ち
帰
っ
て
投
げ
置
き
エ
ロ
 

雑
誌
か
ら
の
刺
激
に
よ
る
性
へ
の
非
行
 

等
が
目
立
つ
傾
向
で
す
。
 

く
御
理
解
の
上
、
受
診
す
る
様
に
し
ま
 

し
ょ
・
つ
。
 

又
当
日
の
往
診
は
、
原
則
と
し
て
し
 

な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
こ
 

の
点
を
御
了
承
下
さ
い
。
 

④
 
あ
る
病
院
よ
り
他
の
病
院
（
例
え
 

ば
外
科
な
ど
）
に
紹
介
さ
れ
た
場
合
に
 

は
直
ち
に
そ
の
病
院
に
受
診
し
ま
し
ょ
 

・つ。 
相
手
の
病
院
で
は
、
い
ろ
い
ろ
と
準
 

備
し
て
来
院
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
お
り
 

ま
す
し
、
病
状
が
悪
化
す
る
お
そ
れ
も
 

あ
り
ま
す
。
 

患
者
さ
ん
自
身
の
た
め
に
も
一
刻
も
 

早
く
紹
介
さ
れ
た
病
院
を
受
診
す
る
こ
 

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
 

※
 
予
防
注
射
に
つ
い
て
の
心
得
 

予
防
注
射
を
う
け
に
来
る
子
供
で
、
 

近
所
の
人
が
連
れ
て
来
て
、
保
護
者
が
 

来
て
い
な
い
の
で
、
間
診
を
し
て
も
一
 

向
に
要
領
を
得
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
 

す。 家
庭
の
都
合
な
ど
で
、
ゃ
む
を
得
な
 

い
こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
 

身
近
か
な
人
が
つ
い
て
来
る
か
、
そ
れ
 

が
出
来
な
い
場
合
に
は
、
母
親
等
に
そ
 

の
子
供
の
最
近
の
身
体
の
調
子
等
を
よ
 

く
聞
い
て
連
れ
て
来
て
欲
し
い
と
思
い
 

ま
す
。
 

予
防
注
射
を
し
た
後
も
注
意
し
な
け
 

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

注
射
に
よ
り
、
い
ろ
ん
な
反
応
を
起
 

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
飲
酒
、
入
浴
 

ス
ポ
ー
ツ
等
は
避
け
ね
ば
な
り
ま
せ
 

ん。 

赤
池
町
に
お
け
る
非
行
も
悲
し
い
こ
 

と
に
、
や
は
り
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
 

て
い
ま
す
。
そ
の
数
字
が
表
の
様
に
な
 

っ
て
い
ま
す
。
 

田 盗犯発生状況 犯罪発生状況 (2) 
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A
口
 

計

 

種
 

別
 

件
数
 

あ
 
き
 
す
 

忍
び
こ
み
 

事
務
所
あ
ら
し
 

そ
の
他
忍
び
こ
み
 

オ
ー
ト
バ
イ
盗
 

自
転
車
盗
 

自
動
車
盗
 

置
 
引
 
き
 

万
 
引
 
き
 

車
 
上
 
盗
 

そ
 

の
 
他
 

A
口
 

計
 

種
 

別
 

殺
 

人
 

強
 

盗
 

放
 

火
 

強
 

姦
 

暴
 

行
 

傷
 

害
 

脅
 

迫
 

恐
 

喝
 

サ
 

ギ
 

横
 

領
 

偽
造
行
使
 

窃
盗
そ
の
他
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以
上
の
数
字
は
氷
山
の
一
角
に
し
か
 

す
ぎ
な
い
と
思
い
ま
す
。
 

「
明
る
い
町
づ
く
り
は
少
年
の
非
行
防
 

止
か
ら
」
の
合
言
葉
の
示
す
通
り
町
民
 

の
一
人
一
人
が
温
か
く
か
つ
厳
し
く
青
 

少
年
を
非
行
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
．
 

特
に
、
子
供
は
注
射
し
た
後
、
タ
方
 

ま
で
外
で
走
り
廻
っ
た
り
暴
れ
た
り
し
 

て
遊
び
、
夜
中
に
熱
を
出
し
た
り
す
る
 

例
が
あ
り
ま
す
の
で
特
に
注
意
し
ま
し
 

よ
う
。
 緒

方
句
狂
秀
句
鑑
賞
o
 

句
狂
は
短
か
い
生
涯
の
中
で
 
「由 

布
」
と
言
う
句
集
を
出
し
て
い
る
。
 

虚
子
に
師
事
、
又
、
太
宰
府
の
河
野
 

静
雲
に
そ
の
短
か
い
作
句
生
涯
の
は
げ
 

し
い
情
熱
を
ぶ
っ
け
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
小
旬
集
に
は
心
眼
の
開
け
た
、
 

盲
人
の
世
界
を
あ
か
ら
さ
ま
に
見
る
こ
 

と
が
出
来
る
。
 

そ
の
中
よ
り
選
び
私
な
り
に
、
鑑
賞
 

し
て
見
た
い
。
 

（
驚
の
去
り
た
る
杖
を
は
こ
び
け
り
）
 

句
狂
、
何
の
飾
り
気
の
な
い
句
の
様
だ
 

が、 

「
杖
を
は
こ
び
り
り
」
と
、
中
七
 

か
ら
下
五
に
か
け
て
言
っ
た
所
が
誰
で
 

も
出
来
な
い
非
凡
さ
で
一
字
一
句
が
精
 

魂
こ
め
て
あ
る
。
 

作
者
の
動
き
や
、
あ
た
り
の
自
然
美
 

が
読
者
に
、
広
が
っ
て
来
る
。
 

う
ぐ
い
す
が
晴
い
て
い
る
の
に
足
を
 

社
会
体
育
の
た
わ
ご
と
 

人
は
健
康
で
あ
る
時
は
生
涯
体
育
と
 

い
う
と
r

フ
ン
p

と
鼻
の
先
で
せ
せ
ら
 

笑
う
で
し
ょ
う
。
 

0
才
か
ら
老
人
ま
で
の
生
涯
体
育
こ
 

そ
人
生
の
最
も
大
切
な
る
生
へ
の
言
葉
 

で
す
。
 

人
間
は
年
を
と
る
に
従
っ
て
‘
自
己
 

の
体
力
に
自
信
を
な
く
し
て
し
ま
う
も
 

の
で
す
。
自
分
の
体
は
自
分
自
信
大
切
 

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

体
力
に
自
信
が
あ
る
も
の
、
男
三
十
 

九
才
ま
で
は
五
＋
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
あ
 

っ
た
も
の
が
四
十
才
を
過
ぎ
る
と
急
速
 

に
割
合
が
低
下
し
、
女
子
に
お
い
て
は
 

二
十
才
以
上
で
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
 

＋
才
を
過
ぎ
る
と
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
 

ダ
ウ
ン
し
ま
す
。
 

中
l
u
向
年
層
に
お
い
て
体
力
づ
く
り
が
 

如
何
に
必
要
で
あ
る
か
お
判
り
と
思
い
 

ま
す
。
 

「
マ
マ
サ
ン
バ
レ
ー
」
 
の
必
要
が
生
ず
 

る
の
も
お
わ
か
り
と
思
い
ま
す
。
 

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
自
動
車
時
 

' 

と
め
、
去
っ
て
行
っ
た
の
に
又
、
杖
を
 

は
こ
ば
せ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
．
 

作
者
の
自
然
界
へ
の
愛
、
移
り
変
る
 

季
節
へ
の
感
傷
、
期
待
、
作
者
の
後
姿
 

が
見
え
る
様
な
気
が
す
る
の
は
、
私
一
 

人
で
は
な
い
と
思
う
。
 

俳
句
は
わ
か
り
や
す
く
読
者
の
心
を
 

打
つ
句
こ
子
大
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

（
マ
ッ
チ
擦
れ
ば
真
昼
の
匂
ひ
春
の
 

芝
）
句
狂
、
こ
の
旬
に
も
会
者
常
離
の
 

無
情
感
は
な
い
。
 

常
に
気
持
を
明
る
く
作
句
し
な
く
て
 

は
い
け
な
い
。
 

春
の
芝
に
腰
を
お
ろ
し
て
、
煙
草
で
 

も
吸
う
つ
も
り
の
マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
、
 

そ
の
匂
ひ
を
春
昼
の
匂
ひ
と
感
じ
た
、
 

作
者
の
主
観
で
あ
る
。
 

ふ
く
よ
か
な
春
芝
に
座
し
、
う
ら
ら
 

か
な
春
風
を
満
喫
し
て
い
る
盲
に
あ
わ
 

れ
み
や
、
悲
し
み
は
な
い
、
俳
句
を
信
 

仰
と
し
た
旬
狂
の
春
の
一
日
で
あ
る
．
 

下
田
水
心
子
 

赤
池
町
役
場
案
内
 

（
そ
の
二
）
 

ー
ー
企
画
同
和
係
 

輩
ー
課
長
補
佐
 

ー
開
発
係
 

ー
鉱
害
係
 

代
）
の
現
代
は
人
間
の
体
力
を
弱
め
死
 

の
道
を
早
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
 

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
 

お
互
に
仕
事
に
追
わ
れ
、
家
事
に
ふ
 

り
ま
わ
さ
れ
て
体
操
す
る
暇
は
な
い
と
 

い
わ
れ
ま
す
が
、
テ
レ
ビ
の
 
「
ド
ラ
 

マ
」
を
見
る
暇
を
つ
く
る
の
が
現
実
で
 

す。 学
校
体
育
は
先
生
に
よ
り
、
指
導
管
 

理
さ
れ
て
一
人
の
先
生
に
よ
り
、
四
十
 

名
以
下
の
生
徒
が
ー
つ
の
指
導
要
項
に
 

よ
り
指
導
し
て
い
く
の
で
す
。
 

し
か
し
、
社
会
体
育
と
い
う
の
は
、
 

そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

各
自
の
自
覚
と
要
求
に
よ
り
な
さ
れ
 

る
の
で
す
。
 

休
協
や
町
公
民
館
が
、
い
ろ
い
ろ
な
 

行
事
を
計
画
し
て
も
な
か
な
か
人
が
集
 

り
ま
せ
ん
。
 

自
己
の
行
事
と
し
て
、
日
常
生
活
の
 

中
に
ス
ポ
ー
ツ
を
位
置
付
け
て
下
さ
 

い
。
見
る
ス
ポ
ー
ッ
は
効
果
は
あ
り
ま
 

せ
ん
。
 

町
で
は
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
体
育
館
）
 

の
建
設
も
叫
ば
れ
て
い
る
今
日
、
皆
さ
 

ん
社
会
体
育
へ
、
心
を
く
ば
っ
て
下
さ
 

い。 
健
康
な
時
、
人
は
健
康
と
云
う
こ
と
 

を
あ
り
が
た
い
と
思
う
人
は
あ
ま
り
い
 

な
い
と
思
い
ま
す
。
 

人
間
は
健
康
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
 

ん。 
そ
し
て
、
今
年
こ
そ
町
体
協
や
町
公
 

民
館
の
行
事
に
参
加
で
き
る
よ
う
自
分
 

の
た
め
子
弟
の
た
め
に
明
る
い
町
の
体
 

力
づ
く
り
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。
 

第
二
回
目
と
し
て
、
昨
年
六
月
よ
り
 

新
し
く
設
置
さ
れ
ま
し
た
企
画
室
を
御
 

案
内
し
ま
す
。
 

企
画
室
長
 

木
村
 

光
 

課
長
補
佐
 

日
野
喜
美
男
 

企
画
同
和
係
 

〇
 
赤
池
町
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
 

〇
 
広
域
市
町
村
圏
に
関
す
る
こ
と
 

O
 
国
勢
調
査
に
関
す
る
こ
と
 

〇
 
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
 

〇
 
同
和
対
策
調
整
に
関
す
る
こ
と
 

〇
 
産
炭
地
域
過
疎
対
策
に
関
す
る
こ
 

と
 

〇
 
地
方
改
善
事
業
に
関
す
る
こ
と
 

〇
 
交
通
安
全
対
策
及
び
交
通
災
害
保
 

険
に
関
す
る
こ
と
 

〇
 
町
史
編
さ
ん
に
関
す
こ
と
 

開
発
係
 

〇
 
町
有
財
産
の
取
得
及
び
登
記
に
関
 

す
る
こ
と
 

O
 
赤
池
町
開
発
公
社
に
関
す
る
こ
と
 

鉱
害
係
 

〇
 
鉱
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

1
 
自
然
と
人
間
と
の
調
和
を
図
り
快
 

適
な
環
境
の
創
造
 

2
 
新
し
い
経
済
発
展
と
物
質
的
な
豊
 

か
さ
の
創
造
 

3
 
新
し
い
社
会
に
対
応
で
き
る
人
間
 

形
成
、
以
上
三
本
の
柱
を
中
心
に
基
本
 

的
施
策
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
。
 

又
田
園
都
市
を
目
標
に
住
民
の
皆
様
 

の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 



 (6) 一
 い

 
か
 

あ
 

報
 

広
 

福
岡
県
立
養
護
学
校
 

（
小
学
部
）
入
学
案
内
 

1
 
募
集
人
員
（
小
学
部
）
 

第
一
学
年
 

一
学
級
 

八
名
 

第
二
学
年
 

第
三
学
年
 

第
六
学
年
 

各
一
学
級
 
若
干
名
 

2
 
入
学
志
願
資
格
 

福
岡
県
に
在
住
す
る
肢
体
不
自
由
児
 

で
、
障
害
の
た
め
、
普
通
の
小
学
校
及
 

び
中
学
校
に
通
学
困
難
な
者
。
 

m
身
体
 
肢
体
不
自
由
児
で
整
形
外
科
 

医
の
診
断
に
基
き
病
状
の
固
定
し
 

て
い
な
い
者
。
 

②
知
能
 
知
能
が
著
し
く
低
い
も
の
。
 

3
 
出
願
期
間
 

昭
和
四
十
八
年
一
月
二
十
日
か
ら
、
 

昭
和
四
十
八
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
 

願
書
類
受
付
は
日
曜
祭
日
を
除
い
て
毎
 

日
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
、
土
 

曜
日
は
正
午
ま
で
。
郵
送
（
書
留
）
 
は
 

二
月
二
十
六
日
必
着
の
こ
と
。
 

尚
詳
し
い
こ
と
は
赤
池
町
教
育
委
員
 

会
に
お
問
い
合
ぜ
下
さ
い
。
 

福
岡
県
立
養
護
学
校
 

（
高
等
部
）
入
学
案
内
 

1
 
募
集
人
員
（
高
等
部
）
 

普
通
科
 

第
一
学
年
 

十
名
 

第
二
学
年
．
 

第
三
学
年
 

2
 
入
学
志
願
者
資
格
 

肢
体
不
自
由
児
で
、
福
岡
県
内
に
居
 

住
す
る
も
の
。
 

中
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
 

し
、
高
等
部
の
教
育
に
耐
え
得
る
も
の
 

で
次
の
よ
う
な
も
の
の
入
学
は
不
適
当
 

で
あ
る
。
 

イ
 

日
常
生
活
動
作
が
極
め
て
困
難
な
 

も
の
 

ロ
 

知
能
が
著
し
く
低
い
も
の
 

ハ 

障
害
の
程
度
が
極
め
て
軽
く
、
普
 

通
高
校
に
通
学
す
る
の
が
著
し
く
困
 

難
で
な
い
も
の
。
 

3
 
出
願
の
期
日
 

昭
和
四
十
八
年
一
月
二
十
日
か
ら
 

昭
和
四
十
八
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
 

日
曜
祭
日
を
除
き
毎
日
午
前
九
時
か
ら
 

午
後
四
時
ま
で
、
土
曜
日
は
正
午
ま
で
 

郵
送
（
書
留
）
は
二
月
二
十
六
日
必
着
 

の
こ
と
。
 

尚
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
赤
池
町
教
 

育
委
員
会
に
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。
 

昭
和
四
十
八
年
度
の
東
京
 

学
生
寮
入
寮
生
募
集
案
内
 

昭
和
四
十
八
年
度
の
本
会
東
京
学
生
 

寮
（
男
子
 

英
彦
寮
、
女
子
 

筑
 

紫
寮
）
の
入
寮
生
を
募
集
し
て
い
ま
 

す。 希
望
さ
れ
る
方
は
福
岡
県
民
生
部
婦
 

人
児
童
課
（
電
話
 78 

局
一
一
一
一
番
、
 

内
線
三
六
六
番
又
は
 74 

局
八
四
五
五
番
 

に
お
間
い
合
せ
下
さ
い
。
 

し
尿
処
理
業
者
の
電
話
番
 

号
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
 

森
 

業
者
 
金
田
局
②
〇
四
九
o
 

吉
田
業
者
 
金
田
局
②
〇
ニ
ニ
一
 

態
登
業
者
 
赤
池
局
 
三
三
七
七
 

種
痘
予
防
接
種
 

該
当
者
 

イ
 
昭
和
四
十
八
年
四
月
小
学
校
に
入
 

学
す
る
人
 

口
 

昭
和
四
十
八
年
三
月
小
学
校
を
卒
 

業
す
る
児
童
 

ハ
 

期
日
 

場
所
 

二
月
二
十
日
（
火
）
上
野
小
学
校
 

二
月
二
十
三
日
（
水
）
市
場
小
学
校
 

二
月
二
十
七
日
（
火
）
 赤

池
町
公
民
館
 

尚
時
間
は
い
ず
れ
も
十
三
時
三
十
分
 

か
ら
十
五
時
ま
で
料
金
は
無
料
で
す
。
 

⑨
三
種
混
合
（
百
日
ゼ
キ
、
ジ
フ
テ
リ
 

ァ
、
破
傷
風
）
予
防
接
種
 

該
当
者
 

1
 
生
後
三
ケ
月
以
降
の
赤
ち
ゃ
ん
で
 

ま
だ
一
度
も
受
け
て
い
な
い
人
と
二
回
 

目
接
種
す
る
人
 

イ
 
期
日
 

第
二
回
目
 
二
月
二
十
一
日
（
水
）
 

第
三
回
目
 
三
月
二
十
二
日
（
木
）
 

ロ
 

場
所
 

赤
池
町
公
民
館
 

ハ 

時
間
は
い
ず
れ
も
十
三
時
三
十
分
 

か
ら
は
十
五
時
ま
で
料
金
は
無
料
 

ニ 

母
子
手
張
を
必
ず
持
参
し
て
下
さ
 

い。 
尚
、
も
れ
た
者
は
四
月
に
追
加
日
程
 

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
 

⑨
公
営
住
宅
の
入
居
 

募
集
御
案
内
 

昭
和
四
十
七
年
度
赤
池
町
公
営
住
宅
 

の
入
居
募
集
を
二
月
初
旬
よ
り
三
月一一 

十
日
迄
行
う
予
定
で
す
。
 

イ
、
入
居
戸
数
 

第
一
種
簡
易
二
階
建
 

十
二
戸
 

第
二
種
簡
易
二
階
建
 

」△P 

ロ
、
場
所
 

い
づ
れ
も
南
町
団
地
内
 

計
十
八
戸
 

尚
、
改
良
伏
原
団
地
は
二
十
二
戸
、
同
 

和
住
宅
、
赤
池
地
区
、
八
戸
、
大
浦
地
 

区
、
」
△
P
は
三
月
末
完
成
見
込
み
で
 

す。 詳
細
に
つ
い
て
は
赤
池
町
役
場
建
設
 

課
建
築
係
へ
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。
 

成
人
式
に
参
加
出
来
な
か
 

っ
た
成
人
者
の
皆
さ
ん
へ
 

一
月
十
五
日
の
成
人
式
に
参
加
出
来
 

な
か
っ
た
成
人
者
は
記
念
品
を
赤
池
町
 

公
民
館
事
務
局
へ
受
け
取
り
に
来
て
下
 

さ
い
。
 

尚
代
理
の
方
で
も
結
構
で
す
。
な
る
 

べ
く
早
く
お
願
い
し
ま
す
。
 

毎月第三日曜日は 

早朝マラソンの日です．ノ 

楽しく明るい健康な 

体力づくりに参加しましょう。 


